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町
職
員
の
給
与
や
定
数
は
、
地
方
公
務
員
法
・
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
、
町
議
会
の
議
決
に
よ
り
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
で
は
、
こ
の

条
例
に
基
づ
き
厳
正
な
運
用
に
努
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
み
な
さ
ん
に
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
、
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

表
中
の
数
値
は
、
平
成
19
年
度
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
な
お
、
公
表
し
た
給
料
な
ど
は
、
す
べ
て
税
や
各
種
保

険
料
な
ど
を
引
く
前
の
額
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
手
取
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。）

区　分 住民基本台帳人口
（18年度末）

歳　出　額
Ａ 実質収支 人　件　費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
17年度の人件費率

18 年度 25,767 人 6,969,787 千円 176,433 千円 1,347,267 千円 19.33％ 20.29％

１　歳出総額に占める人件費の割合
（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員の初任給の状況（平成 19年４月１日現在）

抑制措置 期　　間 内　　容 1人当たり年間削減額

特別職 給料月額の減額

18 年７月 1日～ 19 年３月 31 日
町長　５％減額

374,400 円

19 年４月 1日～ 20 年３月 31 日 499,200 円

18 年７月 1日～ 19 年３月 31 日 副町長
収入役
教育長

３％減額

521,100 円
平均 173,700 円

19 年４月 1日～ 20 年３月 31 日 694,800 円
平均 231,600 円

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成 19年４月１日現在）
  ①一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

須恵町 42.0 歳 322,784 円 374,721 円 363,449 円

福岡県 43.4 歳 357,973 円 438,150 円 394,356 円

国 40.7 歳 325,724 円 ― 383,541 円

類似団体 43.3 歳 336,283 円 399,119 円 371,273 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 19年４月１日現在）

区　分 職員数
Ａ

給　　与　　費 一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

（参考）類似団体
平均一人当たり
給与費給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

18 年度 140 人 534,872 千円 81,595 千円 227,482 千円 843,949 千円 6,028 千円 6,106 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
２　職員数は、平成 18年４月１日現在の人数です。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分 須恵町 福岡県 国

一般行政職
大学卒 170,200 円 176,800 円 170,200 円

高校卒 142,800 円 142,800 円 138,800 円

区　　分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年

一般行政職
大学卒 264,300 円 292,700 円 347,500 円

高校卒 223,100 円 272,000 円 327,500 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成 19年４月１日現在）

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　級 主　事 ５人  5.1％

２　級 主　事 12 人 12.1％

３　級 主任主事・主査・係長 48 人 48.5％

４　級 係長・参事補佐・課長補佐 11 人 11.1％

５　級 課長補佐・参事・課長 19 人 19.2％

６　級 課　長 ２人  2.0％

７　級 理　事 ２人  2.0％

（注）１　須恵町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

平成19年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

（注）　平成 18 年に８級制から７級制に変更しています。
　　　（旧給料表の１級および２級並びに４級および５級をそれぞれ統合し、新たに７級制を採用しています。）

【参考】　地域手当補正後ラスパイレス指数　［97.7］　　（平成 19年４月１日現在）
　（注）　１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　　※　「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した指数です。

須恵町職員の給与・定数管理等の状況
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（３）特記事項
　　  本町では、厳しい町財政を踏まえ、特別職給与費を抑制する特例措置を実施しています。

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

須恵町職員の給与・定数管理等の状況


